
令和３年度 大和郡山市学校規模適正化等審議会 

 

         令和 ４年 ２月 １日（火） １４：００～                                 

市役所３階 議会第１委員会室   

 

 

■次 第 

 

１．開 会 

 

 

２．委員紹介 

 

 

３．案 件 

 

（１）児童生徒数の現状・審議会の経過 

 

（２）ワーキンググループについて 

 

（３）今後の取り組みについて 

 

（４）その他 

 

 

４．閉 会 



区　　分 氏　　名 所　　属 任　期

学識経験を有する者 恒岡　宗司 元奈良学園大学特別客員教授 Ｒ２．６．５～Ｒ４．６．４

〃 石川　泰弘 元教育委員会委員 Ｒ２．６．５～Ｒ４．６．４

市議会議員 丸谷　利一 大和郡山市議会議員（教育福祉常任委員長） Ｒ３．７．１～Ｒ４．６．４

学校関係者 田中　浩 大和郡山市校園長会 Ｒ３．４．１～Ｒ４．６．４

ＰＴＡの代表者 木多　達也 大和郡山市ＰＴＡ連合協議会 Ｒ３．６．４～Ｒ４．６．４

自治会の代表者 植村　俊博 大和郡山市自治連合会 Ｒ２．６．５～Ｒ４．６．４

中尾　誠人 大和郡山市　副市長 Ｒ２．６．５～Ｒ４．６．４

八木　謙治 大和郡山市　総務部長 Ｒ２．６．５～Ｒ４．６．４

 

大和郡山市学校規模適正化等審議会委員名簿　　　　　　　任期：R2.6.5～R4.6.4

その他教育委員会が
必要と認める者



令和３年度　児童生徒数の現状（R3.12.1　現在）

郡南 筒井 矢田 平和 治道 昭和 片桐 郡北 片西 郡西 矢南 合計 郡山 郡南 郡西 郡東 片桐 合計

男 45 31 20 14 6 28 26 50 29 36 18 303 男 111 81 39 38 52 321

1 女 52 27 19 21 4 24 22 40 30 48 15 302 1 女 136 87 44 15 61 343

計 97 58 39 35 10 52 48 90 59 84 33 605 計 247 168 83 53 113 664

学級数 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 22 学級数 7 5 3 2 3 20

男 42 26 23 19 8 39 43 39 44 41 18 342 男 132 80 49 31 47 339

2 女 47 27 13 15 9 25 35 42 40 39 18 310 2 女 118 70 56 23 57 324

計 89 53 36 34 17 64 78 81 84 80 36 652 計 250 150 105 54 104 663

学級数 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 1 24 学級数 7 5 3 2 3 20

男 41 21 17 31 10 38 27 45 39 45 20 334 男 156 73 57 32 59 377

3 女 37 29 16 21 5 25 28 39 34 36 18 288 3 女 125 72 44 32 52 325

計 78 50 33 52 15 63 55 84 73 81 38 622 計 281 145 101 64 111 702

学級 3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 1 23 学級数 8 4 3 2 4 21

男 57 26 14 20 6 32 31 43 34 32 18 313 男 399 234 145 101 158 1037

4 女 49 31 19 15 6 35 31 55 24 62 21 348 合 女 379 229 144 70 170 992

計 106 57 33 35 12 67 62 98 58 94 39 661 計 計 778 463 289 171 328 2029

学級数 4 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 22 学級数 22 14 9 6 10 61

男 39 23 18 28 12 27 32 56 38 33 15 321

5 女 47 28 13 22 10 27 38 54 38 41 19 337

計 86 51 31 50 22 54 70 110 76 74 34 658

学級数 3 2 1 2 1 2 2 4 3 3 1 24

男 62 42 21 20 11 37 35 40 33 45 30 376

6 女 52 31 16 18 3 29 26 46 35 33 23 312

計 114 73 37 38 14 66 61 86 68 78 53 688

学級数 4 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 25

男 286 169 113 132 53 201 194 273 217 232 119 1989

合 女 284 173 96 112 37 165 180 276 201 259 114 1897

計 計 570 342 209 244 90 366 374 549 418 491 233 3886

学級数 20 12 9 8 6 12 13 19 16 18 7 140

小　学　校 中　学　校

区　分 区　分

※学級数は特別支援学級の数を除く ※学級数は特別支援学級の数を除く



        大和郡山市学校規模適正化等審議会の経過について 

 

１．答申までの経過 

  平成３０年６月、大和郡山市学校規模適正化等審議会を設置し、約２年間（計９回）

の審議を経て、令和２年２月、「大和郡山市立小・中学校の学校規模・学校配置の適

正化について（答申）」を受ける。 

    第１回目 H30. 6. 5     第４回目 H31.1.22   第７回目 R 1.10.29 

    第２回目 H30. 8. 21      第５回目 R 1. 5.28   第８回目 R 1.12.26 

    第３回目 H30.11.20   第６回目 R 1. 7.30   第９回目 R 2. 2. 4 

  以上、学校長及び市民アンケートや学校視察などを行い、様々な視点から検討を重

ね、子どもの教育環境の向上と活力ある学校づくりの観点から、下記内容について

継続的に丁寧に検討を行う事と提言をいただいた。 

 

２．学校規模の適正化に関する基本的な考え方 

（１）１学級あたりの児童生徒数について 

   小学校：１学級 ２１人～３０人  中学校：１学級 ２１人～３０人 

（２）１学年あたりの学級数について 

小学校：１学年 ２学級～３学級  中学校：１学年 ４学級～６学級 

 

３．学校配置の適正化に関する基本的な考え方 

（１）通学区域の変更 

    隣接する学校との通学区域の見直しにより、適正規模の確保を図る。 

（２）学校の統合 

    隣接する学校との統合により、適正規模の確保を図る。 

 

４．適正化に伴い留意すべき事項 

（１）通学路の安全性の確保 

   通学距離が長くなる場合は、通学路の安全確保に努め、スクールバス等代替交

通手段の導入についても検討する。 

（２）地域とのつながりへの配慮 

   校区変更や学校統合がやむを得ない状況にあることが理解されるよう、地域へ

の丁寧な説明に配慮する。 

（３）児童生徒への配慮 

   教職員の加配措置やスクールカウンセラーの配置等、児童生徒の心のケアへの

対応に配慮する。 

（４）小中一貫校等の導入 

   小中一貫校等について、成果と課題を十分に精査した上で、活力ある学校づく

りの観点から導入について検討する。 

 



令和２年度学校規模適正化等審議会での経過について 

 

令和 2年 11月 10日（火） 14：00～ 議会第 1委員会室 

 

 (１) 今後の進め方について 

       「通学区域の変更」、「学校の統合」及び、「小中一貫校など」について、先進地

視察などを行い、調査研究していく。調査研究内容については、必要に応じて審

議会へ報告していく。 

 

(２) 調査研究を進めていく体制について 

教育委員会内でワーキンググループを立ち上げる。 

 

(３) 審議会の開催頻度について 

   調査研究を進めていく中で考えていき、審議会については、開催時期は未定で

あるが、必要に応じて報告していく。 

 

以 上  

 



○大和郡山市立小・中学校の規模適正化等に向けてのワーキンググ
ループ設置要綱 
 
 
 
(設置) 
第１条 大和郡山市学校規模適正化等審議会条例（平成 29 年 12 月大和郡山市
条例第 18 号（以下、「条例」という。））第２条に関する事項について調査研
究を行うために、大和郡山市立小・中学校の規模適正化等に向けてのワーキン
ググループ(以下「ＷＧ」という。)を設置する。 
 
(組織) 
第２条 ＷＧは、以下のメンバーで組織する。 
 （１）学校教育課長 
 （２）教育総務課係長 
 （３）生涯学習課係長 
 （４）学校教育課指導係長 

  （５）学校教育課指導主事 
 （６）小学校教員代表 
 （７）中学校教員代表 
  ２ 前項第６号及び第７号の代表は、学校教育課長が指名した者とする。  
  
(任期) 
第３条 ＷＧ構成員の任期は、条例に定める事項の審議が終了するまでとする。 
 
(運営) 
第４条 ＷＧに座長及び副座長を置く。 
 ２ 座長は学校教育課長をもって充て、副座長は教育総務課係長をもって 
充てる。 
 
(事務局) 
第５条 ＷＧの事務局は、教育委員会教育総務課に置く。 

 ２ 事務局は、ＷＧ運営に必要な事務を行う。 
 
(審議会の出席) 
第６条 座長又は副座長は、事務局の要請により大和郡山市学校規模適正化等
審議会へ出席し、ＷＧの調査研究内容等を報告する。 
 
(その他) 
第７条 この要綱に定めるもののほか、ＷＧの運営に必要な事項は、別に定め
る。 
 
 
附 則 
 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 



   大和郡山市学校規模適正化等審議会条例 

 

 （設置） 

第１条 大和郡山市立小学校及び中学校（以下「学校」という。）の適正規模及び適正配

 置等について調査審議するため、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第１３８条の４

 第３項の規定に基づき、大和郡山市学校規模適正化等審議会（以下「審議会」とい

う。） を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、大和郡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じ

 て、次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 学校の適正規模及び適正配置に関すること。 

 (2) 学校の将来構想に関すること。 

 (3) その他教育委員会が必要と認める事項 

２ 審議会は、前項各号に掲げる事項について、教育委員会に意見を述べることができ

る。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

 (1) 市議会議員 

 (2) 学識経験を有する者 

 (3) 学校関係者 

 (4) ＰＴＡの代表者 

 (5) 自治会の代表者 

 (6) その他教育委員会が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を



 代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長は会議の議長と

 なる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

 するところによる。 

４ 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。 

 （関係者の出席） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見

 若しくは説明を聴き、叉は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

  める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行後、最初に行われる審議会は、第６条第１項の規定にかかわらず、教

 育委員会が招集する。 

 （大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31年 11

月 大和郡山市条例第 24号）の一部を次のように改正する。 

  第１条に次の１号を加える。 

  (72) 大和郡山市学校規模適正化等審議会の委員 

  別表第１に次のように加える。 

72 

 

大和郡山市学校規模適正化等審議会の委員 

 

日額 13,800円 

 

 


